
【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

【問】街角の年金相談センター高松オフィス　☎（087）811-6020（平日8：30～17：15）
大川公民館第１会議室５月２０日（火）１０：００～１５：００

【問・申】高松東年金事務所お客様相談室　☎（087）804-0508（平日8：30～17：15）
寒川庁舎１階１０１会議室５月２２日（木）１０：００～１５：００

年金相談（予約制）

国保体操教室を開催します！

基礎年金番号がわかるものなどをお持ちください。（代理人の場合は委任状が必要となる場合があります）
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月5

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

【問・申】国保・健康課（健康係）
　☎（0879）26-9908

27日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和７年１月生まれ火

●3～4か月児健診

13日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和５年９月～10月生まれ火

●1歳6か月児健診

22日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和３年10月生まれ木

●3歳児健診

令和４年10月生まれ市内委託医療機関にて受診5月
●2歳児歯科健診

金 予約制（午後のみ）30日 寒川庁舎
●こども相談（発達や育児についての個別相談）

成人の希望者13：20～14：00
  　9：30～11：00

金
金

津田公民館北山分館
志度保健センター

16日
30日

●健康相談（保健師による相談：血圧測定、尿検査ができます。）

●健康・栄養相談（保健師、管理栄養士による個別相談）
水7日 寒川庁舎 希望者（予約制）14：00～16：00

乳幼児・妊産婦の希望者
　9：30～11：00
  9：30～11：00
　9：30～11：00

木
火
水

志度公民館
津田保健センター　
長尾公民館

1日
20日
28日

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

5月31日は世界禁煙デー・5月31日～6月6日は禁煙週間です。

ウォーキングのような有酸素運動は、
続けることで効果を実感できます！
新しい運動習慣を見つけませんか？

～ 歩き方のポイントを知り、ウォーキングを体験しよう！ ～
1プラス運動教室　参加者募集
ワン

気軽に♪

日　　時：５月２３日（金）１３：３０～15：１５（受付は13：００から）
場　　所：津田公民館・津田の松原周辺　　※ 雨天時は室内で行います。
講　　師：四国学院大学社会学部　カルチュラル・マネジメント学科　片山昭彦先生
参 加 費：無料
準 備 物：戸外での運動に適した服装・靴、水分補給用飲み物、汗拭きタオル
定　　員：２０名程度（事前申込必要）
申込期限：５月１２日（月）

毎月の体操教室で、仲間と一緒に楽しく体を動かす習慣を身につけませんか？
下記の日程表より希望グループＡ・Ｂ・Ｃを選択し、お気軽にお申し込みください。
対 象 者：40歳以上の国民健康保険加入者
参加条件：①令和7年度の特定健康診査等を受診する予定であること
　　　　　②特定保健指導対象となった際に利用する意向があること
　　　　　③１年間継続して参加できること
　　　　　※治療中の方は、主治医に相談してください
参 加 費：無料
申込期間：5月1日(木)～５月9日(金)※定員に達した時点で受付終了します

講　　師：健康運動指導士　山根和子先生
場　　所：津田保健センター ２階和室
内　　容：ストレッチ・体幹トレーニング
準 備 物：① 水分補給用のお茶など
　　　　　② 汗拭きタオル
　　　　　③ ヨガマットまたはバスタオル
募集人数：各グループ10名程度

＜日程表＞　※すべての日程は月曜日です

【問】高松東年金事務所　☎（087）861-3866

日本年金機構からのお知らせ

「学生納付特例制度」をご存じですか？
　学生でありご本人の所得が一定以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制
度」があります。
○対象となる学生
　　学校教育法に規定する大学、高等学校等および各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生等。
○所得の目安（※申請者本人の前年所得）
　　３８万円×扶養親族等の数＋１２８万円＋社会保険料控除等
○手続き方法
　　年金手帳・学生証（コピー可）もしくは在学証明書を持参の上、国保・健康課または高松東年金事務所にて申請
してください。
　　前年度から引き続き対象になる見込みの方には、４月初めに申請用紙が送られますので、必要事項を記入の上
ご返送ください。
○承認を受けた期間について
　　学生納付特例制度期間については、１０年以内であれば保険料をさかのぼって納めること（追納）ができます。追
納すると将来受け取る年金額が増額されますが、承認を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納す
る場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。

Ａ
Ｂ
Ｃ

グル
ープ

13：30～14：30（受付13：00～）

15：00～16：00（受付14：30～）

14：00～15：00（受付13：30～）

教室時間（受付時間）
令和８年令和7年

3月
2日
2日
23日

2月
2日
2日
16日

12月
1日
1日
22日

11月
10日
10日
17日

10月
6日
6日
27日

1月
19日
19日
26日

9月
1日
1日
29日

8月
4日
4日
25日

7月
7日
7日
28日

6月
2日
2日
30日

子育て／健康
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